
社会インフラの整備

赤川中流部において河道掘削を実施

赤川中流部において、堤防が決壊した場合、拡散型の氾濫形態により、広範囲
に甚大な被害をもたらす恐れがあります。
このため、 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」により、洪

水時の水位低下を目的に河道掘削を実施し、早期に安全性の向上を図ります。
※掘削した土砂は、日沿道道路事業及び圃場整備事業等で有効に活用されています。

住民の生命と財産を守る（赤川中流部河道掘削事業）

圃場整備事業へ有効活用
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